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「学校における食物アレルギー対応ガイドライン」（大阪府教育委員会・大阪府医師会合同改訂） 

 について（周知のお願い） 

 

 

 時下ますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。 

 さて、大阪府医師会では令和４年３月に大阪府教育委員会と合同で「学校における食物アレルギ

ー対応ガイドライン」を作成いたしました。下記ＵＲＬよりダウンロードが可能です。 

会員の先生方にも広く知って頂きたいと考えております。 

貴会におかれましても、ご了知いただき、会員医療機関へのご周知を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

 なお、カイドラインにつきましては、大阪府医師会学校医部会のホームページにもアップする予

定であることを申し添えます。 

  

 

記 

 

【学校における食物アレルギー対応ガイドライン】 

https://www.pref.osaka.lg.jp/hokentaiku/hoken/gaidorain.html 

 

【検索エンジン「大阪府」「学校における食物アレルギー対応ガイドライン」入力でヒットします】 

 

 

 

 

 

 

（事務局：地域医療１課【学校医部会】 湯口） 

 TEL：06‐6763‐7012 FAX：06‐6766‐2875 

E－MAIL：k-yuguchi@po.osaka.med.or.jp 
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参 考 

学校生活管理指導票（アレルギー疾患用）は診療情報提供料（Ⅰ）として 250点が算定でき

ることになりました。 

 

【概 略】 

保険医療機関が、児童福祉法第６条の２第３項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者、

同法第 56 条の６第２項に規定する障害児である患者又はアナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食

物アレルギー患者について、診療に基づき当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者が通園又は通学

する同法第 39 条第１項に規定する保育所又は学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する学校

（大学を除く。）等の学校医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活等を送るに当た

り必要な情報を提供した場合に、患者１人につき月１回に限り算定する。 

 

【算定する要件】 

アナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者については、保険医療機関が交付する

生活管理指導表のアナフィラキシーありに該当する患者若しくは食物アレルギーあり（除去根拠のうち、食

物経口負荷試験陽性又は明らかな症状の既往及びＩｇＥ抗体等検査結果陽性に該当する者に限る。）に該当

する患者であって、当該患者が通園又は通学する学校等の学校医等に対して、当該学校等において当該患者

（18 歳に達する日以後最初の３月 31 日以前の患者をいう）が生活するに当たり必要な診療情報や学校生

活上の留意点等を記載した生活管理指導表を交付した場合に算定する。なお、アナフィラキーの既往歴のあ

る患者若しくは食物アレルギー患者に生活管理指導表を交付する場合にあっては、患者又は家族等を介して

当該学校等に交付できるものであること。ただし、食物アレルギー患者については、当該学校等からの求め

に応じて交付するものである。 

 

【学校等の解釈】 

「学校等」とは、児童福祉法第 39 条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律（平成 18年法律第 77号）第２条第６項に規定する認定こども園、児童福祉

法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業を行う者、同条第 10 項に規定する小規模保育事業を行う者

及び同条第 12 項に規定する事業所内保育事業を行う者並びに学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条

に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学

校及び同法第 124条に規定する専修学校をいう。 

 

【学校医等の解釈】 

「学校医等」とは、当該学校等の学校医、嘱託医又は当該学校等が医療的ケアについて助言や指導を得るた

めに委嘱する医師をいう。 

 

【その他】 

当該保険医療機関の主治医と学校医等が同一の場合は算定できない。 

 

  【下記ＵＲＬで原文を確認下さい】 

https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r04_ika/r04i_ch2/r04i2_pa1/r04i21_sec1/r04i211_B009.html 

 

 該当箇所は「注７」および通知（16）（17）（18）（19）（20）です。 

https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r04_ika/r04i_ch2/r04i2_pa1/r04i21_sec1/r04i211_B009.html
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